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令和７(2025)年度労働行政の推進状況について（取組編）



2025栃木の労働行政【重点事項】

◆中小企業等の生産性向上に向けた支援 ◆最低賃金制度の適切な運営 ◆同一労働同一賃金の遵守の徹底

3  多 様 な 人 材 の 活 躍 促 進

(１)リ・スキリングによる能力向上支援

◆労働者個々人の学び・学び直しの支援の促進 ◆公的職業訓練によるデジタル人材育成 ◆人材開発支援助成金による人材
育成の推進

(２)栃木県内企業等に対する人材確保の支援

◆人手不足対策

１ 最 低 賃 金 ・ 賃 金 の 引 上 げ に 向 け た 支 援 の 推 進 等

4  職 場 環 境 改 善 に 向 け た 取 組

２ リ ・ ス キ リ ン グ 、 人 材 確 保 等 の 支 援 の 推 進

(１)総合的なハラスメント防止

◆職場におけるハラスメントに関する雇用管理上の防止措置義務の履行確保 ◆カスタマーハラスメント対策等の推進

(２)多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進

◆年次有給休暇の取得促進及び多様な働き方の環境整備

(３)長時間労働の抑制

(４)労働者が安全で健康に働くことが出来る環境の整備

(１)多様な人材の就労・社会参加の促進

◆高齢者の就労による社会参加の促進及び安全に働くための環境の整備 ◆障害者の就労支援 ◆外国人求職者への就職
支援、労働条件の確保

(２)女性活躍推進に向けた取組及び仕事と育児・介護の両立支援

◆女性活躍推進法等の履行確保 ◆仕事と育児・介護の両立支援

(３)フリーランスの就業環境整備

◆法の履行確保等



１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援の推進等

生産性向上に取り組む中小企業へのきめ細やかな支援等、中小企業・

小規模事業者が賃上げしやすい環境整備に一層取り組みます。
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〇中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業所内で最も低い賃金
（事業場内最低賃金）を引き上げる支援措置である「業務改善助成金」及び
非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、その規定を
適用させた場合の「キャリアアップ助成金」等８つの助成金の『「賃上げ」
支援助成金パッケージ』の利用促進のため、最低賃金の改正とともに周知。

〇県内使用者団体及び栃木県等と連携し「賃上げ支援策特別相談窓口」を設置
（2025年9月24日、10月14日、11月19日、12月12日）。
〇使用者団体と連携し、9月～10月に賃上げ支援策の説明会を4回実施。

2025年度における今後の取組2025年度の現状

〇賃金引上げに向けた機運の醸成

・2025年３月７日開催のとちぎ公労使共同会議において、「賃金引上げ
に向けた取組等」「働きやすい栃木を実現するための各種取組」をテーマ
として、国等の支援策や課題等含め意見交換を実施した。
・2025年度は「「賃金引上げ」に向けた取組」をテーマとして、2026年
1月にとちぎ公労使共同会議を開催予定。
・栃木働き方改革推進支援センター＊を通じた賃金（事業場内最低金）引
上げや生産性向上等に取り組む中小企業、小規模事業者等に対するワン
ストップ相談、個別企業コンサルティング、セミナー等の実施。

＊2025年4月1日から移転

＜業務改善助成金交付申請状況＞

〇引き続き、とちぎ公労使共同会議の各構成員団体と
オールとちぎで連携し取り組むこと、また、支援策等
の活用について積極的に周知、働きかけを行う。

〇中小企業、小規模事業者等の生産性向上による継続的
な賃金引上げ取組への支援を引き続き行うため、業務
改善助成金の活用や、栃木働き方改革推進支援セン
ターを通じて窓口相談や個別訪問支援、セミナーの実
施、業種別団体等に対する支援等を実施する。

◆中小企業等の生産性向上に向けた支援

2025年度
(8月末現在）

2024年度
(8月末現在）

167件126件交付申請件数
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◆最低賃金制度の適切な運営

2025年度の現状

８月5日栃木地方最低賃金審議会より時間額1,068円（現行1,004円を64円
引上げ）の答申を受け、10月１日改正発効。
監督署、ハローワークにおける窓口、集団指導、監督指導、説明会等におい

て、リーフレット等を活用し周知を指示するとともに、県、市町、関係団体に
対し広報誌掲載を依頼の他、県、市町、関係団体、労使団体、教育機関、金融
機関、交通機関等に対し、本省作成ポスター、リーフレット、パンフレット及
び労働局独自作成のリーフレットについて周知、掲示等の協力を要請。
発効日である10月1日、栃木労働局、連合栃木、栃木県経営者協会連携によ

る街頭広報および労働局、監督署によるポスターの壁・窓一面集中掲示。

地域別最低賃金 ※一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。

効力発生日 ２０２５年 １０ 月１ 日 栃木県最低賃金 １，０６８円

特定最低賃金適用５業種のうち塗料製造業を除く４業種は、2024年12月
31日発効額が、2025年10月１日改正栃木県最低賃金額を下回るため、特定
最低賃金額が新たに改正されるまでの間、栃木県最低賃金が適用。

特定最低賃金 ※一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。

塗料製造業 １，１０９円 効力発生日 ２０２４年１２月３１日

効力発生日 ２０２５年１０月 １日

１，０６８円はん用機械器具等製造業

１，０６８円電子部品等製造業

１，０６８円自動車・同部品製造業

計量器等製造業 １，０６８円

各種商品小売業 １，０６８円
※２０２５年の改正はありません。（2025年10月1日以降、栃木県最低賃金が適用）

地域別最低賃金（栃木県最低賃金）

栃木県特定最低賃金

2025年度における今後の取組

〇9月26日より開始の特定最低賃金改正審議について
は、10月23日を以て全審議を終了、2025年12月31日
発効へ向け所要な手続きを進めていく。
改正特定最低賃金額についても、栃木県最低賃金額同

様、効果的な周知・広報を行う。

〇「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑
化施策パッケージ」における「転嫁対策に向けた集中取
組期間」である2026年１月から３月までの間、最低賃
金の履行確保に係る監督指導を実施し、最低賃金遵守の
徹底を図るとともに、賃上げ取組み支援や転嫁対策関連
施策を紹介する。



2025年度における今後の取組2025年度の現状

◆同一労働同一賃金の遵守の徹底

〇労働基準監督署と連携した同一労働同一賃金の遵守徹底への取組

・各労働基準監督署が定期監督等の際に事業場へ配付・回収した「同一労働同
一賃金チェックリスト」を基に、雇用環境・均等室において当該各事業場に
おけるパートタイム・有期雇用労働者に対する同一労働同一賃金への対応状
況等を確認し、そのうち法違反のおそれがある事業場のみならず、労務管理
体制の整備状況等を勘案して対象として選定し、パートタイム・有期雇用労
働法に基づく報告徴収を実施。

・2025年９月から、各労働基準監督署が行う集団指導等において、同一労
働同一賃金の遵守に向けた要請及び自主点検を実施するなど、労働基準監督
署との連携を強化。

・派遣労働者については、各労働基準監督署と職業安定部需給調整事業室の連
携により、派遣法に基づく同様の取組を実施。

・「栃木働き方改革推進支援センター」を通じて、ワンストップ窓口相談や個
別訪問支援、セミナーの実施等きめ細やかな支援を実施。

＜取組の流れ＞

〇引き続き、チェックリストを基にパートタイム・有期
雇用労働法上の措置義務が履行されていない可能性の
ある事業場や、パートタイム・有期雇用労働者と通常
の労働者との間に不合理な待遇差が存在する可能性の
ある事業場等に対して漏れなく報告徴収を実施する。

〇報告徴収を実施した事業場に対しては、パートタイ
ム・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇差に
ついて合理的に説明できるよう整理し、説明に窮する
待遇差は見直しを検討するよう助言の上、必要に応じ
て栃木労働局長名の「対応要請書」を交付し、対応を
求める。とりわけ「基本給」ないし「賞与」について、
パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者との間
に相当程度の待遇差がある事業場に対しては、当該待
遇のあり方について見直しを検討するよう助言後、検
討結果や対応状況を報告するよう依頼する。

〇各労働基準監督署と集団指導等の予定を共有し、同一
労働同一賃金の遵守に向けた要請及び自主点検を実施
する。

〇派遣労働者については、職業安定部需給調整事業室に
おいて各労働基準監督署からの情報に基づき、必要に
応じて派遣法による指導監督を実施する。

〇中小企業、小規模事業者等に対し、同一労働同一賃金
への取組を推進するため、あらゆる機会をとらえて説
明・周知するとともに、栃木働き方改革推進支援セン
ターを通じて窓口相談や個別訪問支援、セミナーの実
施、業種別団体等に対する支援を実施する。

＜取組支援＞
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2021年4月1日

２ リ・スキリング、人材確保等の支援の推進

DXの進展など、産業構造の変化の加速化が見込まれる中、リ・スキ

リングを含め、労使協働による職場における学び・学び直しの取組を広

めて、学び・学び直しを行う求職者、労働者を増やしていくこと、生産

年齢人口が減少する中、特に中小企業においては人手不足感が深刻化し

ており、人材確保の支援の取組を進めていくことが重要であるため、各

種取組を行います。



2025年度における今後の取組

8

（１）リ・スキリングによる能力向上支援

2025年度の現状

労働者個々人の学び・学び直しの支援の促進

〇2024年10月より、専門実践教育訓練給付制度および特定一般教育
訓練給付制度に賃金上昇や資格等取得が就職に資する場合に追加で
給付が受けられる制度が施行となった。
これまで以上に個々人のリ・スキリングを後押しする制度となるた
め、ハローワークの窓口での周知を行い、労働者の個々人の学び・
学び直しを促進。

〇2025年10月より教育訓練講座を受講するために休職する労
働者への支援制度の創設など、リ・スキリングを希望する労
働者への雇用保険関連制度の充実が図られた。リ・スキリン
グへの関心はあるが、経済的な面で受講を躊躇している労働
者や、キャリアアップを目指す個々人に幅広く周知を実施。

労働者の主体的な学び・学び直しのための教育訓練給付制度

〇2025年10月より、スキルアップ等を目指す方々を支援するため、
「教育訓練費用」と「教育訓練期間中の生活費」を融資する制度を
施行。

〇スキルアップ等を目指すも、雇用保険の支給が受けられない
方々に対して、生活面の不安なく教育訓練を受けられるよう
融資制度を施行。さらに、訓練を修了した方が一定の要件を
満たした場合、債務残高の返済を一部免除。
リ・スキリングへの関心はあるが、経済的な面で受講を躊躇
している労働者や、キャリアアップを目指す方々に幅広く周
知を実施。

リ・スキリング等教育訓練支援融資事業

公的職業訓練を通したデジタル人材の育成と再就職支援の推進

〇デジタル分野の職業訓練への受講を推進し、訓練受講前から訓練終
了後においても担当者制によるきめ細かな再就職支援を実施。

〇SNSにより企業に対してデジタル分野に係る職業訓練のコー
ス終了時のお知らせを発信。

〇デジタル分野の訓練受講希望者に対する訓練コースの理解促
進のため、訓練実施施設による説明会や訓練実施施設の見学
会への参加等の取組を実施。

〇適切な受講あっせんに係る取組として、ハローワークの訓練
窓口職員に対し、デジタル分野の訓練実施施設から訓練コー
スの内容について説明を受けるオンライン説明会を開催して
いるが、求人担当者にも説明会に参加してもらうことで「職
業訓練修了者歓迎求人」の確保を目指す。



2025年度における今後の取組
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（１）リ・スキリングによる能力向上支援

2025年度の現状

在職時のキャリア形成支援

〇労働市場情報・教育訓練等に関する情報を活用し、在職時からのキャ
リアアップに関する継続的な相談支援を実施。

〇ハローワークに「キャリア形成・リスキリング相談コーナー」を設置
しキャリアコンサルタントの常駐・巡回による相談支援の実施。

〇四半期に１度、労働局、ハローワークのほか、業界団体や
教育訓練実施機関等も交えた本事業の実施方針について議
論する連絡会議の開催。

〇訓練希望者や、直ちに求職活動を行わないがキャリアにつ
いて相談したい方を含め個人に対する相談支援を実施。

在職時からの継続的な支援を行うキャリア形成・リスキリング推進事業

等の実施

助成金を活用した企業における人材育成の推進

〇人材開発や労働者のキャリアアップなど、社員のリ・スキリングに取
り組む企業への支援を進める。
特にデジタルなどの成長分野については、社員が高度デジタル技術や
新たな事業展開に必要な知識習得のための支援として人材開発支援助
成金（人への投資促進コース／事業展開リスキリング支援コース）等
について、労働局が主催する事業主向けセミナーやハローワークによ
る事業所訪問等、あらゆる機会を活用して事業主に制度説明を実施し、
利用促進を図っている。

〇労働局が主催する事業主向けセミナーやハローワークによ
る事業所訪問等、あらゆる機会を活用して事業主に制度説
明を実施し、人材開発支援助成金（人への投資促進コース
／事業展開リスキリング支援コース）等の利用勧奨を図る。

〇2025年12月に県内３か所で開催予定の「雇用管理改善セミ
ナー」において人材開発支援助成金等の制度説明を実施予
定。

〇全ハローワークにおいて、求人開拓、障害者雇用指導等事
業所訪問時のあらゆる機会を活用して、継続して制度説明
を行う。
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2025年度における今後の取組

（２）栃木県内企業等に対する人材確保の支援

2025年度の現状

人手不足分野等に対する人材確保の支援

〇人材不足分野（医療・介護・保育・建設・警備・運輸）に対する能
動的なマッチングを推進するため、事業所見学会やミニ面接会等を
積極的に実施。

〇労働局においては、県や関係団体等との連携による人材確保支援
（「栃木労働局人材確保対策推進協議会」、各ハローワークによる求
人充足支援の強化に向けた内部研修、求人者対象セミナー等）を実
施。

〇各ハローワークの所長が管内の医療機関・介護施設を訪問して、求
人の開拓及び早期の求人充足支援等により、医療・介護分野の人材
確保につなげることを目的とした集中的な対策を実施。
（医療分野：2025年６～８月、介護分野：2025年９～11月）

〇人材不足分野への理解を深める各種イベントの継続実施及び
オンラインサービスを活用した能動的なマッチングを推進。

〇各ハローワークにおいて介護の日（11月11日）の前後に「介
護就職デイ」と称した介護分野の就職面接会等を実施。

〇医療・介護分野の求人事業所に対する充足支援の一環として、
職場見学会・ミニ面接会等の継続実施。

〇小・中・高・大学等を対象に、県内の産業、また職業につい
ての知識を習得し、併せて職業体験ができるイベントを開催
（11月30日「ジョブフェスとちぎ2025）。人材不足分野を
はじめとした業界団体による職業体験ブースを設営。労働局
においても労働基準監督官による安全対策の説明や、ハロー
ワーク担当者による適職・興味検査を実施。

人材確保コーナー等における人材確保支援

ハローワークにおける課題解決型の支援の実施

〇近年、就職意欲は高いものの、就職活動のプロセスに課題を抱えて
いる求職者が多いことから応募書類の作成支援や面接対策等、一人
ひとりの課題に応じたきめ細かな支援を各ハローワークで実施。

〇2025年４月１日から、ハローワーク宇都宮に課題解決型の支援サー
ビスを実施する専門の窓口（「総合支援コーナー」）を新設し、地
域の雇用情勢に精通した職員がマンツーマンによるキャリア相談か
ら、求人開拓、職業紹介、就職後の職場定着に向けたフォローアッ
プまで一貫した伴走型支援を実施。

〇引き続き、すべてのハローワークにおいて、マンツーマンに
よるきめ細かな就職支援を実施。

〇ハローワーク宇都宮を利用している求職者のうち、応募書類
の作成や面接に課題を抱えている求職者に対して、引き続き、
「総合支援コーナー」の利用を勧奨。



3 多様な人材の活躍

多様な人材の就労や社会参加を促進していくため、女性活躍推進の取

組促進や仕事と育児・介護の両立支援に加えて、障害者、高齢者、外国

人労働者の方々が安心して働き、その能力を十分に発揮する環境を確保

するための支援体制の整備を推進します。



（１）多様な人材の就労・社会参加の促進

2025年度における今後の取組2025年度の現状

◆高齢者の就労・社会参加の促進及び安全に働くための環境の整備

〇少子高齢化が急速に進行し人口が減少していく中、働く意欲があ
る誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮し、高齢者の
安定した雇用機会や就業確保を確保するため、事業主に対して、
70歳までの就業確保措置（努力義務）の周知を強化している。

〇独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構と連携して、2025
年8月末時点で140事業所を訪問し、70歳までの定年引き上げ、
定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度の導入、創業支援等措置
の導入等の提案を行い、高齢者の多様な就業機会の確保を促進し
ている。

〇ハローワークに設置した「生涯現役支援窓口」において、高齢者
のニーズを踏まえた多様な雇用・就業機会を提供するため、職業
相談・紹介、高齢者向け求人を確保し、就職支援を実施、また、
各関係機関と連携を図り、雇用によらない就業機会の提供を実施
している。

〇高年齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる「生涯
現役社会の実現」を目指し、70歳までの就業確保措置（努力
義務）を講じるよう、高齢・障害・求職者雇用支援機構に配
置の70歳雇用推進プランナー等と連携し、高齢者の多様な就
業機会の確保に向けて、引き続き、事業主に対して制度改善
の提案等に取り組む。

〇生涯現役支援窓口において、担当者制による職業相談・紹介
や求人情報の提供等を行っていくほか、引き続きシルバー人
材センター等と連携し、多様な就業ニーズに見合った支援に
取り組む。

70歳までの就業機会確保等に向けた事業主への支援
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（１）多様な人材の就労・社会参加の促進

2025年度における今後の取組2025年度の現状

◆障害者の就労支援

〇障害者雇用の促進に向けた的確な対応を実施し、法
定雇用率未達成企業の解消を図る。

〇特に、一人も障害者を雇用していない、いわゆる
「雇用ゼロ企業」に対しては、精神・発達障害者雇用
サポーター（企業支援分）を活用し、関係機関と連
携しながら企業向けチーム支援を実施。積極的に雇
用ゼロ企業解消に取り組む。

〇精神障害者、発達障害者等の専門知識や支援経験を有する精神・発達障害
者雇用サポーター、難病患者就職サポーターを配置し、精神・発達障害等
のある求職者や雇用経験の少ない企業に対して、個々の課題や状況に合わ
せた就職支援を推進している。

〇精神・発達障害者と一緒に働く一般労働者に対し、障害特性やコミュニケ
ーション等の理解促進を図るための「しごとサポーター養成講座」を適宜
開催。

精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援

〇障害者雇用に取り組む一つの選択肢として、テレワークを提案するほか、
障害者をテレワークにより雇用したいと考えている事業所等に対しては、
本省が委託して実施する企業向けのガイダンス及びコンサルティングに誘
導することを通じて、障害者の雇用を促進するためのテレワークの推進を
図っている。

〇精神・発達障害者雇用サポーターによる精神・発達
障害等のある求職者のカウンセリング等の支援を実
施。
雇用経験の少ない企業に対して、個々の課題や状況
に合わせた就職支援を実施。(オンライン相談可)

〇障害者の雇用歴が少ない事業所においては、事業主
の意向だけでは受け入れや定着が困難なことから、
「しごとサポーター養成講座」（出前講座）を活用
し、職場において周囲の意識醸成を図っていく。

〇当面の間の企業の障害者雇用が円滑に推進されるように、各企業の実雇用
率のシミュレーションを行い、雇用率未達企業や今後未達成となり得る企
業に対し、企業向けチーム支援を推進している。

改正障害者雇用促進法に基づく取組の円滑な実施

障害者の職場定着に向けた企業の取組に対する支援

〇障害者雇用促進のため優良で先進的な取組を進めている中小企業に対する
認定制度「もにす」を普及させ、これら中小企業事業主との関係構築及び
強化に努め、障害者の雇用の促進と雇用の安定を図っている。

認定事業主
・ヘイコーパック（株）
・（株）吉川油脂
・（株）沼尾

〇「もにす」認定制度を積極的に周知し、認定企業を
増やすことにより障害者雇用のロールモデルとして
中小企業における障害者雇用の促進を図る。
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（１）多様な人材の就労・社会参加の促進

2025年度における今後の取組2025年度の現状

◆外国人求職者への就職支援、労働条件の確保

外国人求職者への就職支援、適切な外国人材の確保等

〇増加する外国人材の就労を促進し、労働関係法令違反、不法就労
や行方不明事案が生じることのないよう事業所を訪問するなどし
て周知啓発を行っている。
また、外国人労働者と円滑な業務が進められるようなコミュニ
ケーションの取り方について、関係機関と連携の下、事業主に対
し、外国人雇用管理指針の周知・啓発、雇用管理の推進を図る目
的で、6月20日に外国人雇用管理セミナーを実施した。（195事
業所、241人が参加）

〇増加傾向である外国人労働者数のうち、特に在留資格「特定
技能」の外国人数は、継続して高い増加率で推移しているこ
とから、引き続き事業主に対し、外国人労働者の適切な雇用
管理改善に向けた相談・指導等の充実を図る。

〇外国人雇用管理アドバイザーを活用するなど、外国人の雇用
を検討している事業所や外国人雇用のある事業所で雇用管理
改善に取り組もうと考えている事業所に対し、制度面だけで
なく具体的な対応に関する助言を行う。

〇初めて外国人労働者の雇い入れがあった事業所、在留資格
「特定技能」「技能実習」を有する者を雇用する事業所等に
対し、訪問指導を実施する。

〇外国人労働者が能力を十分に発揮し、活躍できる就労環境整
備に取り組むためのルール・制度、言語・文化の違いや必要
な配慮などを学ぶ「外国人労働者雇用管理労務責任者講習」
について、事業所等に周知し、受講を勧奨する。
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（２）女性活躍推進に向けた取組及び仕事と育児・介護の両立支援

2025年度における今後の取組2025年度の現状

◆女性活躍推進法等の履行確保

女性活躍推進のための企業の取組支援
〇G７栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合や昨年度の矢田内
閣総理大臣補佐官を交えた「女性に選ばれる地域づくりに向けた車座対
話」を契機とした女性活躍推進への機運の高まりにあわせ、「男女間賃金
差異分析ツール」を利用した男女間賃金差異の要因分析と情報公表を契機
とした女性活躍推進の取組促進。
■男女間所定内給与額の格差（栃木県）2023年：47位→2024年：44位

〇地方創生2.0を踏まえた「若者や女性にも選ばれる地方」に向けた取組を
進める地方自治体（栃木県、足利市、佐野市、矢板市）に対し、えるぼし
認定取得等働き方の課題への対応となる取組の支援を実施。

〇行動計画策定督励に併せ、認定基準等を周知するなど認定の取得を勧奨。
〇えるぼし認定企業状況(2025年8月末現在)

前年度比
2025年度
(8月末現

在)

2024年度
(8月末現在)

＋7社30社23社えるぼし

＋0社０社０社1段階目

＋2社11社9社2段階目

＋5社19社14社3段階目

女性活躍推進法の履行確保
〇常時雇用する労働者数301人以上の事業主に対する「男女の賃金の差異」
に係る情報公表の履行確保

〇男女の賃金差異の要因分析を促すため、女性活躍推進法及び男女雇用機
会均等法に基づく報告徴収を同時に実施。

〇とちぎ公労使共同会議の各構成員団体と引き続き、
「女性活躍促進」にオールとちぎで連携し取り組む
こと、また、認定を目指した取組等について積極的
に周知、働きかけを行う。

〇法の履行確保、「えるぼし」、「プラチナえるぼし」
の認定取得を目指す企業に対して、認定取得に向けた
支援を実施するとともに、地方自治体等と連携し、
県内における女性活躍の更なる取組を推進する。

〇男女の賃金差異の情報公表を契機として男女の賃金差
異の要因分析を促すため、女性活躍推進法に基づく報
告徴収を実施するとともに、男女雇用機会均等法の確
実な履行を確保する。

〇女性活躍推進法の改正法案が成立し、法の期限延長
（2036年3月31日まで）、2026年4月から従業員
101人以上企業について「男女間賃金差異」及び「
女性管理職比率」の情報公表が義務となることから
あらゆる機会を捉えて積極的に周知する。

※えるぼし認定は、評価基準(｢採用｣｢継続就業｣｢労働時間等の
働き方｣｢管理職比率｣｢多様なキャリアコース｣)を満たす項目数
に応じて３段階の認定になる。

※認定マークは、商品や求人広告等に付
けることができます。

＊認定制度

プラチナえるぼし1段階目 2段階目 3段階目
えるぼし

改正後改正前企業規模

男女間賃金差異・女
性管理職比率に加え
て2項目以上を公表

男女間賃金差異に加えて
2項目以上を公表

301人
以上

男女間賃金差異・女
性管理職比率に加え
て１項目以上を公表

1項目以上を公表101人以上
300人
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（２）女性活躍推進に向けた取組及び仕事と育児・介護の両立支援

2025年度における今後の取組2025年度の現状

◆仕事と育児・介護の両立支援

男性育児休業取得促進
〇男性の育児休業取得率が増加（50.0％）しているものの、男女とも仕事と
育児を両立しやすい環境の整備に向けて、「産後パパ育休」のほか「パパ・
ママ育休プラス」等の男性の育児に資する制度を含め、男女労働者が円滑
に利用できるように労使の理解を進め、あらゆる機会を捉えて周知。

改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の周知
〇2025年4月1日、10月1日施行の改正育児・介護休業法及び次世代法の円滑
な施行に向けて、あらゆる機会を捉えて周知。
・説明及び周知用資料の配布を行った回数 32回（2025年8月末）
・改正育児・介護休業法等に関する特別相談窓口の設置
・介護離職が社会的な問題となっていることから、県と連携して全市町の地
域包括支援センターあて介護休業等仕事と介護との両立についてのリーフ
レットを送付・周知。

育児・介護休業法の履行確保
〇育児・介護休業法に基づく報告徴収の実施。
〇育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いが疑われる事案等を把握、また
は相談が寄せられた場合は、事業主に対する報告徴収・是正指導等を実施。

くるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業状況(2025年8月末現在)

〇改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進
法について、労使に理解されるように、あらゆる機
会を捉えて周知する。

〇育児休業の取得を理由とする不利益取扱い等法違反
が疑われる事案を把握した場合は、事業主に対する
積極的に報告徴収・是正指導等を実施する。

〇男女ともに育児休業等を取得しやすい職場環境の整
備に取り組む事業主に対し両立支援等助成金の活用
を推進する。

くるみん

プラチナくるみん

トライくるみん

前年度比
2025年度

(8月末現在)
2024年度

(8月末現在)

＋6社47社41社くるみん

＋0社1社1社くるみんプラス

＋0社9社9社プラチナくるみん

＋0社3社3社プラチナくるみんプラス
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（３）フリーランスの就業環境整備

2025年度における今後の取組2025年度の現状

フリーランス法の履行確保等

〇フリーランス法の施行について
近年、多様な業種でフリーランスという働き方が普及している一方、フ
リーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行
う企業等の発注事業者との間で交渉力の格差に起因する取引上のトラブル
が増えている。こうした中で、フリーランスが安心して働くことのできる
環境を整備するため、フリーランスとの「取引の適正化」と、フリーラン
スの「就業環境整備」を目的とした「フリーランス・事業者間取引適正化
等法」(フリーランス法)が、昨年11月1日から施行されている。

〇フリーランスからの相談に対しては、労働者性が問題
となる点も踏まえ、各労働基準監督署、ハローワー
クと連携し、円滑な対応に当たる。

〇フリーランス法の履行確保
フリーランス法のうち、労働行政が所管する「就業環境整備」分野につ
いて、フリーランスとの取引実績がある管内事業者に対して計画的な調査
を実施し、法違反が認められた場合には是正に向けた助言・指導を実施。
併せて、フリーランスの仕事と育児・介護との両立や、業務委託におけ
るハラスメント対策等について、指針で示された事業者として望ましい取
組を行うよう積極的に助言を実施。

2025年8月末

17件フリーランス法 計画的調査件数

＜是正指導＞

※法施行が2024年11月1日のため、同年8月末時点での調査実績なし。

〇引き続き、管内でフリーランスとの取引実績がある事
業者の情報収集に努め、フリーランスの就業者が多
い業種を中心にフリーランス法に基づく計画的な調
査を実施し、必要な助言・指導を実施する。

〇計画的な調査を実施する事業者に対しては、法の周
知・啓発を兼ねて、労働行政が所管する「就業環境
整備」分野のみならず、公正取引委員会及び中小企
業庁が所管する「取引の適正化」分野についても概
要を説明する。
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4 職場環境改善に向けた取組

人材確保の観点からも、誰もが安心して働くことのできる職場環境の

実現、個々のニーズに基づいて多様な働き方を選択できる環境整備に取

り組んでいきます。



栃木県内の各種指標に見る現状③
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2025年度における今後の取組2025年度の現状

〇職場におけるハラスメントに関する相談に対しては、
法に基づく紛争解決援助制度の活用を含む迅速・適
切な対応を行い、紛争の早期解決を促す。法令違反
が疑われる事案を把握した場合は、事業主に対する
積極的な報告徴収、是正指導等を実施する。

〇ハラスメントについての相談が高止まりしているこ
とから、12月の「職場のハラスメント撲滅月間」を
中心に、労使に対して集中的に周知・広報を行う。
厚生労働省ウェブサイト「あかるい職場応援団」の
各種ツールの活用を促進する等、適切なハラスメン
ト防止対策が講じられるよう取り組む。

〇カスタマーハラスメント対策の義務化及び求職者等に
対するセクハラ対策の義務化を内容とする改正労働
施策総合推進法等について政省令等の公布後(2026年
2月）、説明会を実施する。さらに関係機関・団体等
と連携して、改正法の周知を積極的に行う。

〇様々なハラスメント相談件数 （※）不利益取扱いを含む

〇ハラスメントをめぐる紛争の早期解決

〇ハラスメントに係る是正指導(報告徴収）

2025年度
（８月末）

2024年度
（８月末）

457件330件パワーハラスメント

92件103件妊娠・出産、育児休業等ハラスメント（※）

83件74件セクシュアルハラスメント

2025年度
（８月末）

2024年度
（８月末）

３件４件パワーハラスメント

０件３件妊娠・出産、育児休業等ハラスメント（※）

２件１件セクシュアルハラスメント

2025年度
（８月末）

2024年度
（８月末）

45件55件パワーハラスメント

43件53件妊娠・出産、育児休業等ハラスメント（※）

43件53件セクシュアルハラスメント

（１）総合的なハラスメント防止
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◆職場におけるハラスメントに関する雇用管理上の防止措置義務の履行確保



栃木県内の各種指標に見る現状④
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妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント(全国)

パワーハラスメント(全国)

セクシュアルハラスメント(栃木県)
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パワーハラスメント(栃木県)

ハラスメント相談推移(全国・栃木県)

資料出所：
厚生労働省「都道府県労働局雇用環境・均等部(室）における雇用均等関係法令の施行状況について」
栃木労働局「栃木労働局雇用環境・均等室での法施行状況」
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【ハラスメント相談に係る指標】
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（２）多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進

2025年度における今後の取組2025年度の現状

◆年次有給休暇の取得促進及び多様な働き方の環境整備

〇働き方・休み方改善コンサルタントによる訪問支援において、勤務間
インターバル制度の導入等の働きかけの対象とする事業場を中心に、
事業主の取組を支援。働き方・休み方改善ポータルサイトの「働き
方・休み方改善指標」による自己診断、企業の取組事例や働き方・休
み方に関する資料を紹介し、事業主の取組を支援。

〇働き方・休み方改善コンサルタントによる訪問支援
や働き方改革推進支援助成金の活用により、生産性
を高めながら労働時間短縮や年次有給休暇の取得を
促進する。また、ワークショップや説明会の開催に
より年次有給休暇の取得促進に取り組む企業への支
援を行う。

〇働き方改革推進支援助成金申請状況

〇栃木県内においては、労働者一人平均年次有給休暇取得率が全国平均
よりも低い。10月の「年次有給休暇取得促進期間」を含め年間4回、集
中的な広報を実施。

2024年度
（８月末現在）

2023年度
（８月末現在）

107件152件全体

72件106件うち 労働時間短縮・年休支援促進コース

2025年度
(8月末現在）

2024年度
(8月末現在）

25件28件訪問支援

2025年度
（８月末現在）

2024年度
（８月末現在）

88件107件全体

51件72件うち 労働時間短縮・年休支援促進コース



栃木県内の各種指標に見る現状⑤
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<監督指導結果のポイント> <監督指導実施事業場数>

(1) 監督指導の実施事業場：350 事業場

(2) 主な違反内容［(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書
を交付した事業場］

①違法な時間外労働があったもの：127事業場（36.3%）
・うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの：76事業場（59.8%）

・うち、月100時間を超えるもの：40事業場（31.5%）
・うち、月150時間を超えるもの：８事業場（6.3%）
・うち、月200時間を超えるもの：０事業場（0%）
②賃金不払残業があったもの：20事業場（5.7%）
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの：

53事業場（15.1%）

(3) 主な健康障害防止に係る指導の状況［(1)のうち、健
康障害防止のため指導票を交付した事業場］

①過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改
善を指導したもの：201事業場（57.4%）

②労働時間の把握が不適正なため指導したもの
：40事業場（11.4%）

主な違反事項別事業場数
労働基準関係法
令違反があった
事業場数

監督指導実施
事業場数 健康障害防止

措置
賃金不払
残業

労働時間

5320127273350
合計

（注１） （15.1%）（5.7%）（36.3%）（78.0%）（100%）

1132538
51

商業

主
な
業
種

（14.6%）

1253063
73

製造業
（20.9%）

43630
35

保健衛生業
（10.0%）

1242048
56

接客娯楽業
(16.0%)

42722
41

建設業
（11.7%）

422139
45

運輸交通業
(12.9%)

201018
27その他の事

業 （7.7%）
主な業種を計上しているため、合計数とは一致しない。（注１）

【指標長時間労働が疑われる事業場に対する2024年度の監督指導結果】
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2025年度における今後の取組2025年度の現状
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長時間労働の抑制

〇各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月あたり80時間を超えている
と考えられる事業場等に対し、監督指導。

〇各労働基準監督署に設置した労働時間相談・支援班による中小企業を中心
とする改正労働基準法等の周知及び支援。

〇引き続き、各種情報から時間外・休日労働時間数が
1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場
等に対し監督指導を実施。

○ 11月の過労死等防止啓発月間に、「過重労働解消
キャンペーン」を実施。
① 労働組合、使用者団体に対する協力要請（10月）。
② 労働局長によるベストプラクティス企業訪問
（11月18日（火）藤井産業株式会社）。

③ 重点監督の実施。
④ 過重労働相談受付集中週間（11月１日（土）から
11月７日（金））（11月２日・３日を除く）
特別労働相談受付日（11月１日（土））

⑤ 過労死等防止対策推進シンポジウムの開催（11月12日
（水）とちぎ産業交流センタ―）。
⑥ 過重労働解消のためのセミナー（無料、10～1月を
中心に、全国で会場又はオンライン開催により実施。）

２０２４年度２０２３年度

350件399件監督件数

２０２４年度２０２３年度

224件724件実施件数

※公表は、年度単位の数値のみ

（３）長時間労働の抑制

◆長時間労働の抑制
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〇死亡災害の撲滅及び死傷災害の減少に向けた取組
・死亡災害の撲滅に向けた取組
８月末現在で死亡労働災害が倍増したことを受けて、

９月１日に「死亡労働災害多発警報」を発令
発令期間は、2025年９月１日～2025年12月31日
「２つ」の重点項目を設定
①墜落災害対策 （昨年、全業種で墜落死亡災害が多発）
②高年齢労働者対策（死亡災害の半数以上が６０歳以上）

・死傷災害の減少に向けた取組
栃木局独自活動を展開し、周知啓発
①ころばNice(ないっす)とちぎ 転倒予防体操※１
②Ａない声かけ運動！※2
③痛めNice（ないっす）とちぎ 腰痛予防体操 ※１
その他、労働災害の多発が懸念される年末年始の「年

末年始無災害運動」の展開など、時機に応じたパトロー
ル、災防団体等への要請等

2025年度における今後の取組2025年度の現状

※１「ころばNice（ないっす）とちぎ」転倒予防体操、「痛めNice（ないっ
す）とちぎ」腰痛予防体操とは、近年災害が増加している、「転倒」と
「動作の反動等」による災害を予防するため、ソフト面の対策として「体
力・筋力の衰え」を防ぐことができる体操を理学療法士監修のもと作成し
たもの。

※２「Ａない声かけ運動！」とは、職場ごとの課題に応じた対策に併せて、
「あわてる・あせる・あなどる・あぶない行動」を「しない・させない」
ための声かけなどによる取り組みにより、労働災害を防止するもの。

※全て新型コロウイルス感染症り患者を除く

〇全産業の労働災害発生状況
＜第14次労働災害防止計画＞

・死亡災害については、2022年と比較して、2027年までに５％以上減少させ
る（15人以下）。
・死傷災害については、2021年までの増加傾向に歯止めをかけ、死傷者数に
ついては、2022年と比較して2027年までに減少に転じさせる（2,061人以
下）。

・2024年は、死亡者数24人（前年同期比5人・26.3％増）、死傷者数2,234人
（前年同期比18人・0.8％減）となり、死亡者が10年ぶりに20人を超え、死傷
者数が4年連続で2,000人超えとなった。
・2025年は、８月末現在、死亡者数12人（前年同期比6件・100％増）、死傷
者数1,244人（前年同期比1人・0.1％増）（グラフ参照）
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資料出所：栃木労働局業務資料

（人）
（人）

（新型コロナウィルス感染症り患者数を除く）

（４）労働者が安全で健康に働くことが出来る環境の整備

◆労働者の安全の確保①
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〇産業に着目した労働災害防止対策
・小売業及び介護施設の労働災害防止に意欲的に取り
組む企業を構成員とする「＋Safe協議会」で、『痛め
Nice(ないっす)とちぎ』腰痛予防体操の運動指導を行う
セミナーを開催
・転倒災害が特に多い小売業及び介護施設に特化した
「ころばNice（ないっす）シート」「Ａない声かけ
シート」を作成し、転倒危険箇所の見える化の実施

〇事故の型及び労働者に着目した労働災害防止対策
・転倒予防対策として、『ころばNice(ないっす)とち
ぎ』転倒予防体操の周知啓発
・腰痛予防対策を含む行動災害防止対策として、『痛
めNice(ないっす)とちぎ』腰痛予防体操を理学療法士の
監修のもと作成し、リーフレット及びYouTube動画にて
周知啓発
・高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライ
ン及びエイジフレンドリー補助金制度の周知、労働安
全衛生法改正（2026年４月から努力義務）の周知

※全て新型コロウイルス感染症り患者を除く

〇産業に着目した労働災害防止対策
・第三次産業における労働災害は過去最多となった。
特に労働災害が多い小売業及び介護施設における自主的取組を促進するた

めの「＋Safe協議会」の運営（第三次産業対策）

〇事故の型及び労働者に着目した労働災害防止対策
・「転倒」が労働災害の約３分の１を占めている。また、「転倒」「動作の
反動、無理な動作」等のいわゆる行動災害は４割を占め、年々増加している。
・労働災害の半数を50歳以上の高年齢労働者が占める。このため、特性に配
慮した職場づくりの指導・周知を実施（高年齢労働者対策）
・前記２つの項目に対応するため、栃木局独自対策を展開
①『痛めNice(ないっす)とちぎ』腰痛予防体操の作成
リーフレットを作成配布（２万部）、YouTube動画配信（3,800回再生）
②『ころばNice(ないっす)とちぎ』 YouTube動画配信（14,700回再生）
③Ａない声かけ運動！（リーフレットの刷新）

2025年度全国安全週間の一層の実施及び転倒災害防止の徹底について（要請）

2025年度における今後の取組2025年度の現状

◆労働者の安全の確保②

（４）労働者が安全で健康に働くことが出来る環境の整備
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2025年度における今後の取組2025年度の現状

◆労働者の健康の確保

〇メンタルヘルス対策（ストレスチェック制度に係る法改正）、産業保健活動
（事業場、企業本社の指導実施、小規模事業場に対する支援制度の周知）

〇化学物質健康障害防止対策（新たな化学物質規制の周知、改正特定化学物質
障害予防規則等の指導周知）

〇石綿ばく露防止対策（建築物等解体工事の施工業者及び発注機関に対する改
正石綿障害防止規則の周知指導）本年６月、県内全労働基準監督署におい
て、栃木県と合同で石綿パトロールを実施した。（実施件数57件）

〇熱中症対策（熱中症対策強化のための省令改正及び「STOP！熱中症 クー
ルワークキャンペーン（５月～９月）」の展開並びに「職場における熱中
症による死傷災害の発生状況」を公表（5月２日労働局長定例記者会見）

○ストレスチェック制度の法改正に係る周知、栃木産業
保健総合支援センターの支援事業の利用勧奨

○化学物質健康障害防止対策（新たな化学物質規制の周
知、改正特定化学物質障害予防規則等の指導周知）

○関係事業場に対する自主点検の実施、建築物等解体工
事現場への臨検、地方自治体と合同で再生砕石への石
綿含有産業廃棄物の混入防止等のためのパトロールを
実施

労働局長が工場のパトロールを実施。
パトロールでは溶接職場や塗装職場な
どにおける労働衛生管理を中心とした
労働災害防止対策や改正された熱中症
対策の取組状況について確認した（上
の写真の右から２番目が労働局長）

（４）労働者が安全で健康に働くことが出来る環境の整備



2021年4月1日5 その他（栃木労働局の主な取組）



総合労働相談の概要
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年度別・主要相談内訳別 個別労働紛争相談件数（内訳延べ合計件数、「その他」を除く）
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び
次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の
拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と
介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる。

令和７年４月１日（ただし、２③は公布日、１①及び⑤は令和７年１０月１日）

施 行 期 日

改 正 の 概 要

改 正 の 趣 旨

このほか、平成24年の他法の改正に伴い整備する必要があった地方公営企業法第39条第６項について規定の修正等を行う。
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栃木県人口未来会議

「とちぎ人口減少克服宣言」 栃木労働局策定「とちぎ人口未来アクションプラン」
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